
労働トラブルの未然防止に力を入れている 

社会保険労務士

 丸山事務所 通信

２０１５年１１月（第７８号）

 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 

マイナンバーの管理方法は決めていますか

いよいよ社員にマイナンバーの通知カードが

送られてきます。会社として、早急に管理方法を

決めなくてはなりません。弊事務所では、御社に

最適な管理方法を提案します。ご相談下さい。 
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最低賃金制度
１０月１日から都道府県の最低賃金が順次改正

されています。平成２７年度の全国平均の上げ幅

は物価上昇率を超える２％強の１８円と、ここ数

年の傾向を継続しています。今回は、最低賃金制

度の概要、検算方法、罰則等をまとめてみました。 

 最低賃金制度とは  

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が

最低限度の時給相当額（最低賃金額）を定め、会

社に、その金額以上の給与の支払いを義務化する

制度です。最低賃金は２種類あり、一つは地域別、

もう一つは産業別です。前者は都道府県単位に設

定され、後者は特定の産業について設定されます。

特定の産業には、非鉄金属製造業、百貨店や総合

スーパー、自動車販売等の６業種が指定されてい

て、地域別よりも高く設定されています。産業別

の最低賃金額は毎年１２月ごろに改正されます。 

 検算方法  

時間当たりの給与額が、最低賃金額以上になっ

ていることを調べることが必要です。 

①時給制のときは簡単で、時給額が最低賃金額

以上になっていればＯＫです。②日給制のときは、

週の給与総額をその週の労働時間で割り、時間当

たりの給与額を算出します。このとき、一日８時

間、週４０時間を超えた時間は、１．２５倍する

ことが肝要です。③月給制のときは、月給を月平

均の所定労働時間で割り、時間当たりの給与額を

算出します。④歩合制のときは、歩合総額をその

月の総労働時間で割り、時間当たりの給与額を算

出します。時間外労働があれば、その時間と上の

時間当たりの給与額の０．２５倍を掛けた金額を

時間外割増手当として加算した額が総支給額とな

ります。 

２つ以上の給与体系で構成されているときは、

各々の時間当たりの給与額を合算します。 

 対象とならない給与  

時間当たりの給与額に含めてはいけない給与手

当があります。通勤手当、家族手当と精皆勤手当

です。これらは、名称でなく実質で判断されます

ので、手当ごとの支給要件を給与規程等で定義し

ておくことが必要です。 

賞与や臨時給与も対象になりません。賞与額が

高くても、月々の時間当たりの給与額が最低賃金

額未満では違反です。 

当然ですが、残業手当や休日出勤手当、深夜勤

務手当も対象になりません。注意の必要なのが、

定額残業手当です。残業が一定時間に達していな

いとしても、定額残業代を検算の対象に入れるこ

とはできません。 

 違反のとき  

最低賃金額に満たない給与が支払われていると

きは、労働基準監督官から行政指導を受けます。

悪質なときは、書類送検され、裁判で有罪となる

と５０万円以下の罰金刑に処せられます。 

もし検算の結果、違反であることがわかったと

きは、差額を早めに支払っておくことです。 

 減額の特例  

最低賃金法は、原則として業種や職種、会社規

模、正社員やパート等の雇用形態に係りなく全て

の社員に適用されます。ただし、心身に障害があ

り著しく能力の低い人や、軽易な業務や労働密度

の低い業務に就く人には、例外として減額の特例

があります。特例の適用を受けるためには、労働

基準監督署を通じて労働局長に減額の特例許可申

請書を提出して、許可を受けることになります。 


